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ナガホリの経営状況について



ナガホリの経営状況について

l 株式会社ナガホリ 連結経営成績
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2019 ３⽉期 2020 ３⽉期 2021 ３⽉期 2022 ３⽉期

営業利益予想︓400百万（-28.0%）
経常利益予想︓300百万（-15.7%）

新型コロナウィルス感染症流⾏前

すでに経営不振の状態

（百万円）

⼤幅未達

新型コロナウィルス感染症流⾏前より深刻な低迷状態にあった。2022年３⽉期は最終⿊字といえど、
予想を下回り⼤幅未達の結果に。株主の期待を⼤きく裏切る形が続いている



ナガホリの「業績予想の⼤幅な下⽅修正」

l 株式会社ナガホリ 繰り返される下⽅修正

公表を求められてから急遽、中期経営計画書を作成したと疑われても仕⽅のない対応。
業績予想の策定⽅法や、アクションプランなどが不透明な経営が横⾏している

新型コロナウィルス感染症流⾏前より、
度重なる「業績予想の⼤幅な下⽅修正」

「 中期経営計画はある 」 と強弁するが…2022
3⽉以前より

公表は拒否

指摘から４ヶ⽉以上後、中期経営計画書を発表2022
9⽉26⽇付

※IR情報より⼀部抜粋



ナガホリの株価

l 株式会社ナガホリ 株価チャート

2022年4⽉15⽇付
リ・ジェネレーション株式会社より

⼤量保有報告書提出

新型コロナウィルス感染症流⾏前より、株価は⻑く低迷。
2022年３⽉以降の上昇は、弊社が株主として参画以降の事象であり、
我々に対する期待に基づくもの

経営陣の経営努⼒による株価の上昇は、今後も⾒込めないことが明らかである

※出典：yahoo！ファイナンス



現経営陣の保⾝と⽀配⼒強化



⼥性役員を登⽤しない旧態依然の経営

2021年６⽉︓企業価値の向上を求める⾏動指針「コーポレート ガバナンス
コード（CGコード）」 改定。2030年までに⼥性役員30%を⽬指す 時代潮流だが・・・

ESG観点から ⼥性登⽤企業への資⾦投⼊ ・ ⼥性視点の商品開発や販路拡⼤
あらゆるチャンスをつかみ企業価値上昇を⽬指すには、現体制は「百害あって⼀利なし」

ナガホリは、⼥性従業員が60%を超え、
メインターゲットの顧客も⼥性であるにも関わらず

「⼥性役員ゼロ」 の現実

⼥性軽視・旧態依然の
経営体制が続く



⼥性役員問題︓現経営陣が選任したアドバイザリーからの登⽤に疑問

アドバイザリーである⻄村あさひ法律事務所より、取締役１名（候補者︓洲桃⿇由⼦）を選任。
同⽒の独⽴性について⼤きな疑念を⽣じるのは、⽕を⾒るより明らか。なぜ選任を︖

「⼥性の視点」
「多様性を⼀層確保する観点」

洲桃⽒選任の理由

「当該法律事務所 や 現経営陣に与しやすい」
「現経営陣の⽴場を忖度する」 可能性が疑われる登⽤

洲桃⽒選任の疑問

「⼥性軽視・旧態依然の経営体制が続く」
との指摘に応じての策と考えられる

2001年10月 第一東京弁護士会登録、西村総合法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所

2009年 ２月 ニューヨーク州弁護士登録

2015年 １月 すもも法律事務所開設 代表弁護士（現任）

2016年 ７月 地主アセットマネジメント株式会社 コンプライアンス委員会 外部委員（現任）

2021年 ６月 東京都下水道サービス株式会社 社外監査役（現任）

2022年 ６月 株式会社リセ 社外監査役

【重要な兼職の状況】

●すもも法律事務所 代表弁護士

地主アセットマネジメント株式会社

●コンプライアンス委員会 外部委員

東京都下水道サービス株式会社 社外監査役

●株式会社リセ 社外監査役

洲桃⿇由⼦（1977 年５⽉３⽇⽣）︓略歴

営業や経営戦略の⾯において 「⼥性の視点からの意⾒を積極的に採り⼊れるべき」 との指摘に
上記経歴の通り、マネジメント経験などを持たない⼈物の選任はプロセスも含め、⼤いに疑問

⼥性の役員を加えればいいわけではない。ジュエリー事業はもちろん、
⼀般事業会社でのマネジメント経験もない同⽒に期待は困難

2023年2⽉７⽇



現経営陣の保⾝的態度

合理的理由を⽰さず、複数株主による株式取得を⼀体とみて
「 株式の⼤規模買付⾏為等への対応⽅針 」 導⼊。

2022年4⽉22⽇

2022年6⽉29⽇ 定時株主総会にて、誤解を招く資料に基づき、買収防衛策の決議を強⾏し、可決

2022年４⽉以降
リ・ジェネレーションが株式を買い増したのを⽪切りに
続々と買い増しがあり、関係者との共同買付と疑う

ナガホリによる主張

︖
買付時期が近接していたため

結託して共同買付したと誤った判断をする

「 株式の⼤規模買付⾏為等への対応⽅針 」 導⼊へ踏み切る

リ・ジェネレーションと個⼈買付者との関係性については
強引かつ不合理極まりない推測。

特に個⼈買付者の３名は、5/20時点ですでに株主ではないことが発覚

これらに対する真相

リ・ジェネレーションとは全く⾯
識がないため、連動取得者で
はない。そもそもすでに株主で
もない。

2022年5⽉20時点で、⾮株主であるにも関わらず
同年6⽉14⽇付開⽰の 「補⾜資料」 にて共同買付者と堂々と
記載し、⼀般株主に向けて買収防衛策導⼊を強⾏した

リ・ジェネレーション 本件連動取得者 ３名の個⼈買付者リ・ジェネレーション

××
×



現経営陣の保⾝・⽀配権の強化

現経営陣による⽀配権の維持・強化を図ることを⽬的として導⼊されたことは明らか。
投資者による買収や株式取得の機会は事実上排除され、責任追及が不可能になり、投資も敬遠される

本対応⽅針は、こういった経営改善の機会を奪い、現経営陣の⽀配⼒が不当に強固になるだけ。
企業価値・株価上昇の妨げにもなることから、直ちに廃⽌されるべき

株主は配当が約束されない
その代わり取締役の選解任ができる

株式とは基本、時に特定の元に集中し、コントロール権を⾏使される可能性が必要なもの

経営陣は株主による
買収可能性の中 緊張感を持つ

真摯に職務に取り組み
効率的な会社経営・株価上昇を⽬指す

重要



報道による⼀連の不祥事 隠蔽問題



隠蔽されていた数々の不祥事

⼀部報道にもある、いくつかの不祥事が発覚。経営陣の隠蔽体質により明るみにされなかった。
経営成績に多⼤な影響を及ぼし、株主に不信感を与えた４つの問題

問題A 問題B 問題C 問題D

問題内容

ナガホリの完全⼦会社である「仲
庭時計店」の営業マンが、退職し
た元同僚へ105本の⾼級時計を
横流しし、元同僚は質店へ持ち
込み。在庫がないことで事件が発
覚。会社は、窃盗事件として被
害届を提出。
しかしその後、横領罪に切り変わ
り、被害届を取り下げる。

仲庭時計店の営業マンによる、
業者向けの卸売を⾏う契約違反。
これにより、仲庭時計店は「カル
ティエ」取扱店の資格を喪失

仲庭時計店の主⼒得意先「そご
う・⻄武」にて、外商顧客からメン
テナンスのために預かった超⾼級
時計「リシャールミル」（販売価
格1,200万円）を社外の修理
屋へ委託し、その後紛失。

仲庭時計店の最上位ブランド「グ
ランドセイコー・マスターショップ専
⽤モデル」を販売本数クリアのた
めに、業者向けの卸売りを⾏う契
約違反。
仲庭時計店は「マスターショップ専
⽤モデル」の取扱ライセンスを喪
失。

上記、不祥事はかねてからの⾚字業績を踏まえれば、投資判断に多⼤な影響を及ぼすもの。
しかし、これら不祥事の情報開⽰や株主への説明は⼀切ないままであった。



不祥事に対して隠蔽を貫く態度

これら不祥事が隠蔽された状態で、
2018年３⽉期以降︓ナガホリにおいて仲庭時計店へ多額の関係会社⽀援損ないし貸倒引当⾦繰⼊額が計上。
2019年３⽉期以降︓仲庭時計店単体でも多額の損失計上。

リ・ジェネレーションは、上記損失の理由と、仲庭時計店の各損益計算書の開⽰を要求

2022年7⽉28⽇付︓『 回答書兼質問状兼要望書(5) 』 送付

リ・ジェネレーション株式会社からの書⾯ 株式会社ナガホリからの回答

「独⽴監査⼈の監査も受けた上で、法令に従って有価証券報
告書で開⽰しており、これ以上の開⽰の必要性がない」

2022年8⽉24⽇付︓『 回答書兼質問状兼要望書(6) 』 送付 「⼤⼝取引先の営業⽅針の⼤幅な転換等の複数の突発的な要因
に伴い、業績が低下することになり連結決算上の影響が⽣じている」

2022年9⽉16⽇付︓『 回答書兼質問状兼要望書(7) 』 送付 「既に回答出来る範囲で回答しております」

「投資家の投資判断に重要と思われる事項は積極的に開⽰」の要素が微塵も認められない。
この時点では、⼀連の不祥事に対して、隠蔽的な態度を貫く形が取られていた。



報道によって明らかになった不祥事

仲庭時計店を含む⼀連の不祥事に対する損失額を補填するための資⾦援助をしていたが、
株主からの不信感や⾮難を恐れ、隠蔽を通した。しかし、次々と報道がでる。

※各報道記事を⼀部抜粋

l 週刊新潮 2022.11.17付l アクセスジャーナル 2022.10.05付

仕⼿筋に狙われ暴かれた「スイートテン・
ダイヤモンド」の”傷”

「ナガホリ」が、⼦会社に対する貸付⾦及び
貸倒等について回答できない重⼤理由

l FRIDAY 2022.10.17付

”五輪汚職”で話題の⽼舗宝飾企業で
起きていた「巨額着服事件」



報道で明るみに。隠蔽しきれず、プレスリリース開⽰ 2022.10.13

貸倒引当⾦計上額の累計だけで1億8,322万円 にものぼる。とりわけ仲庭時計店の役員を兼任していた
⻑堀社⻑と吾郷常務の責任は重⼤。→ それにもかかわらず２名については⼀切処分無し

ナガホリ
損害回復

質屋へは商品返還を条件に、元
同僚は「債務弁済契約」を締結し、
⽉300千円の弁済実施。残⾼約
5,400万円時点で残⾼免除。*

顧客からの回収はなく、担当者に
よる⽉50千円の分割払いにて、弁
済を継続中。

社外の修理屋仲介者より、弁済
があり、全額1,200万円を完済。
解決⾦として「そごう・⻄武」へ⽀払
い。

全品回収は困難であるため、担当
者による⽉30千円の分割払いに
て弁済を要求。返済が滞納しがち
だが回収に努める

処分

【担当者・関係者】
各々懲戒解雇・降格・論旨退職
【処分】
仲庭時計店社⻑・管理部⾨責任
者６名を降格または減給

【担当者】 論旨退職
【処分】
仲庭時計店社⻑ 減給処分
上⻑２名懲戒処分

ー 【担当者】 論旨退職
【処分】
仲庭時計店社⻑ 減給処分
上⻑２名懲戒処分
（問題Bと併せて実施）

会計処理
2020/2021３⽉期 合計
貸倒引当⾦計上 86,238千円

2018年３⽉期
貸倒引当⾦計上 42,801千円

損失計上はなし 2018/2019３⽉期 合計
貸倒引当⾦計上 54,190千円

問題A 問題B 問題C 問題D

問題内容

ナガホリの完全⼦会社である「仲庭
時計店」の営業マンが、退職した元
同僚へ105本の⾼級時計を横流し
し、元同僚は質店へ持ち込み。在
庫がないことで事件が発覚。会社は、
窃盗事件として被害届を提出。しか
しその後、横領罪に切り変わり、被
害届を取り下げる。

仲庭時計店の営業マンによる、業者
向けの卸売を⾏う契約違反。
これにより、仲庭時計店は「カルティ
エ」取扱店の資格を喪失

仲庭時計店の主⼒得意先「そごう・
⻄武」にて、外商顧客からメンテナン
スのために預かった超⾼級時計「リ
シャールミル」（販売価格1,200万
円）を社外の修理屋へ委託し、その
後紛失。

仲庭時計店の最上位ブランド「グラ
ンドセイコー・マスターショップ専⽤モデ
ル」を販売本数クリアのために、業者
向けの卸売りを⾏う契約違反。
仲庭時計店は「マスターショップ専⽤
モデル」の取扱ライセンスを喪失。



参考資料︓問題A ナガホリの損害回復について

ナガホリ
損害回復

質屋へは商品返還を条件に、元
同僚は「債務弁済契約」を締結し、
⽉300千円の弁済実施。残⾼約
5,400万円時点で残⾼免除。*

処分

【担当者・関係者】
各々懲戒解雇・降格・論旨退職
【処分】
仲庭時計店社⻑・管理部⾨責任
者６名を降格または減給

会計処理
2020/2021３⽉期 合計
貸倒引当⾦計上 86,238千円

問題A

問題内容

ナガホリの完全⼦会社である「仲庭
時計店」の営業マンが、退職した元
同僚へ105本の⾼級時計を横流し
し、元同僚は質店へ持ち込み。在
庫がないことで事件が発覚。会社は、
窃盗事件として被害届を提出。しか
しその後、横領罪に切り変わり、被
害届を取り下げる。

*問題Aのナガホリによる損害回復については、情報開⽰の中に具体的な明⽰はなく、報道により明るみになった内容。
⼀部不鮮明な箇所あり。

アクセスジャーナル 2022.10.05
報道で明るみになった
債務弁済契約書

⾦銭債務の表⽰ ⾦1億3387万3940円

(1) 令和３年 ３⽉ 200万円 (?)

(2) 令和３年 ４⽉より 毎⽉30万円ずつ
（最終回は残⾦）

第５条 甲は、⼄が本契約書の約定に違反せ
ず、第２条の債務を遅滞なく弁済し、その額が
7987万4400円に達した時は、残余の⽀払義
務を免除する



現経営陣に経営を任せることへの疑問

新型コロナウィルス感染症流⾏前から続く経営不振からの 経営努⼒による株価上昇への⾒込みなし

以上、数々の経営に関する疑問・不信感により、現経営陣に経営を委ねることは
極めて難しいとの判断に⾄る。

⼥性役員登⽤なし。時代潮流に逆⾏した、旧態依然の体制に、企業価値上昇への⾒込みなし

買収防衛措置をとり、現経営陣の⽀配⼒や外部からの介⼊を防ぐ保⾝的態度に疑問しかない

⼀連の不祥事隠蔽に対し、【体制構築義務違反】 ないし 【善管注意義務違反】 を疑う



信頼回復のために
本提案の背景 及び 事業再建に向けて



提案の背景

提案の経緯
弊社は、重要提案⾏為等を⾏うことを前提として、貴社の株式を取得し筆頭株主となりました。筆頭株主であることから、現経営陣と
は、貴社の事業拡⼤・収益向上・労働条件改善等について、膝を突き合わせて融和な雰囲気で建設的な協議ができるものと信じて
おりました。

ところが貴社からは、弊社と協議する姿勢は全く感じられず、⻄村あさひ法律事務所を始めとする外部専⾨家に依頼し、⾼額な費⽤を
計上していることから、通期業績予想通りにはいかず、今期は⾚字に陥ることが必⾄です。

また、貴社の⽭先は筆頭株主である弊社に留まらず、他の株主様、また、株主以外の⽅をも巻き込み、⾃⼰保⾝のために憶測だけで
事実と異なる資料を⼀⽅的に開⽰し、あたかも弊社らに不法⾏為があり、株主として⾮適格であると思わせる印象操作を⾏なったこと
で、弊社を含む多数の⽅において、著しく名誉が毀損いたしました。

隠蔽体質と経営陣の⾃⼰保⾝が露呈

弊社は、貴社の⼦会社である仲庭時計店に対する貸付及び貸倒等について、具体的数値根拠を⽰した上で再三にわたり質問してお
りましたが、「既存の開⽰で問題無い」として、弊社の質問にご回答いただけませんでした。

そんな中、フライデーデジタルをはじめとする複数のメディアにて、当該⼦会社での業務上横領事件について報道がなされました。時期を
同じくして、横領事件の事実について貴社から「当社⼦会社に関する⼀部報道等について」と題した開⽰がなされました。

当該⼦会社では、横領事件が幾度も発⽣していることから、再発防⽌策・ガバナンスの構築が不適切であったと断定するに⾄っており
ます。

弊社が、株主共同の利益に資する観点から、当該⼦会社について再三質問したにも関わらず、事件のことを隠蔽し続け、再発する事
件の度に⻑堀社⻑ならびに吾郷常務に関しては、業務不関与を理由に２度にわたり不処分とされていた事実から、経営陣の保⾝の
ための不処分であり、貴社が隠蔽体質にあることが露呈しました。



提案の背景

従業員の労働環境改善と組織改⾰の必要性

弊社は、貴社の従業員の皆様から、様々なご意⾒を聴取するために、ホームページ上でご意⾒を募集していることに加え、ウェブ上の某
就職斡旋企業ならびに某検索サイト等にあります、貴社の「評判・⼝コミ」サイトなどへの投稿など、多岐にわたり情報収集を実施いたし
ました。

離職された⽅も含め、多数の従業員の⽅からのご意⾒や情報を⼊⼿しており、パワハラ・セクハラならびに労働基準法の逸脱を是正す
るために、組織改⾰を基本とした抜本的な改⾰とガバナンスの構築が必須であると考えております。

貴社が取り組むべきは、まず不正および不適切な事案の有無に関する調査と実態解明であり、隠蔽体質にある貴社の現経営陣にお
いては、到底成し得ることが不可能であると断定されることから、貴社の経営健全化のために現経営陣を刷新することを⽬的として臨時
株主総会の開催を請求いたします。



取締役候補者

【提案理由詳細】

尾端 友成 （1976年4⽉17⽇⽣）

年⽉⽇ 企業名 役職等

1995年 4⽉ トヨタカローラ南海株式会社 ⼊社

2003年 9⽉ アールディエックス株式会社 代表取締役

2005年11⽉ 株式会社スプレンダー 代表取締役

2013年 3⽉ ターボリナックスHD株式会社
（現︓株式会社FHTホールディングス） 執⾏委員

尾端⽒は、複数企業の創業や様々な分野へ経営者として参画しているだけでなく、上場会社での代表取締役及び執⾏役員経験や増資の引受けなど関与した業務は多岐に渡り、企業

経営に関する経験と実績を有しております。その経験と実績を⽣かすことで、既存商品の刷新・多⾓化と新規販路構築、M&Aや事業提携などを安全かつ迅速に進めながら事業の安定化

を実現し、低迷する貴社の業績を改善することができると確信できることから、同⽒を取締役候補者としました。

【現任職（2013年〜】

数多くの企業の創業や、経営者として参画の経験だけでなく、実績も豊富。
これらの経験・実績を⽣かし、安全かつ迅速に業績改善と事業の安定化を進めることができます。

現
職

プラスワン株式会社（現︓プラスワンホールディングス株式会社）

⼀般社団法⼈リアフールコレクション

株式会社オアノエンターテインメント

リ・ジェネレーション株式会社

代表取締役

理事

代表取締役

代表取締役

【主な経歴（〜2013年】

………



短期的取り組み

各取引についての
調査

① りそな銀⾏の退職者を定期的に貴社の要職者として受け⼊れていることと、数⼗億になる無担保融資の
必要性・関連性を調査。

② グループ会社を中⼼とする取引先に対する適正調査。特に、㈱⼤沢商会について、実質的に⽀配している
にも関わらず連結対象外としていることを踏まえ、重点的に調査。

③ 仲庭時計店で発⽣した横領事件を受け、貴社ならびに当該法⼈を含む貴社の⼦会社等における潜在的な
横領や不正会計等の有無について調査。

労働環境改善のため
の調査

① 有給休暇計画的付与制度における不適切な運⽤による労働基準法を逸脱する⾏為についての是正。
② 貴社が開催しているファミリーセールで従業員に対して多額のノルマを課し、達成できない場合は⾃⼰買いによ

り達成させるという悪しき⽂化からの脱却。
③ 貴社管理職従業員による百貨店勤務の⼥性従業員へのセクハラに関する訴えについて、適切な処分を実施

していないという事案から、潜在的に存在すると思慮されるセクハラについての調査。
④ 正当な査定基準（内規）に基づかない、パワハラによる左遷⾏為や退職勧告についての調査。
⑤ 優秀な⼈材の離職を⽌めるために、貴社従業員の報酬や昇進等において正当評価されているか評価基準を
確認し、不適切であれば是正します。

貴社従業員へのヒアリングによる、主に以下の項⽬について調査を実施

証憑等の確認と関係者へのヒアリングを実施し、主に以下の項⽬について調査を実施

従業員に対するヒアリング・調査で現状を把握。また、⻑堀会⻑には名誉会⻑としてのご就任を希望いたします



短期的取り組み

① 本件に関連するアドバイザリー費⽤（※）の内訳を調査し、その内容と⾦額についての妥当性を調査
② 仲庭時計店の横領事件発覚時における関係者の処分を決定した経緯を調査し、適切な判断に基づくもの
であったのかを検証

株主軽視および⾃⼰保⾝から巨額の費⽤を⽀出していることの適正調査を実施
その他調査と
責任追及の検証

⻑堀会⻑への要望
貴社において先代の⻑堀会⻑が形成されました「良き⽂化」を継承するために、名誉会⻑としてご就任いただくこと
を希望します。
創業者として１つの時代を創造された⻑堀会⻑のご意⾒を賜れることは、経営陣が刷新された後も、事業ならび
に会社の⽂化形成や従業員の成⻑において⼤きく貢献いただけるものと考えております。

「良き⽂化」の継承

（※）アドバイザリー費⽤

ü ナガホリ（現経営陣）は、⻄村あさひ法律事務所を始めとする外部専⾨家に対し、当社のほか複数の株主らが株式を買い集めている状況を踏まえた緊急対応・関連する株主対応

等に係るアドバイザリー費⽤の名⽬で継続的に巨額の報酬を⽀払い続けており、株主から負託を受けた貴重な会社資⾦を費消し続けている。

ü 当社からナガホリに対し、再三再四、その内訳や契約内容の開⽰を求めるも、ナガホリは頑なにこれを拒否。今やナガホリの経営成績において最もインパクトのある事象である以上、看

過することはできず、費⽤の内訳の確認はもとより、その⽀出の必要性・相当性の検証が不可⽋。

（抜粋）

当第3四半期までの累計の経常利益285百万
に対し、その90％超も占める巨額の
アドバイザリー費⽤▲259百万円の計上

↓その結果…
四半期最終損益

▲37百万円の⾚字を計上

四半期連結損益計算書（第３四半期連結累計期間）



中期的取り組み

組織改⾰

① 内部統制の強化を前提に、機動的な意思決定を図るべく監査等委員会設置会社への移⾏を検討。
② 取締役会が現場の声や状況、市場ニーズ等を迅速かつ正確に把握し迅速に対応するために執⾏役員会
の設置を実施します。執⾏役員は⼥性を含めた現従業員の中から適任者を抜擢し、意⾒が通る⾵通しの良い
会社組織に改⾰します。
③ 業務効率向上のため、各部署におけるヒューマンリソースを確認し、適材適所および必要部署への配置転換を
実施します。

社内のDX化 電⼦帳簿保存法の施⾏及び在庫・流通・証憑等の管理の効率化と、ヒューマンエラーの防⽌を図ることを⽬的と
して複写伝票管理から脱却し、社内の全管理についてDX化を進めます。

販売戦略会議の
定期開催

「Sweet10Diamond」等の貴社オリジナルブランド・既存取り扱いブランド・新商品開発・新規販路構築等にお
ける販売戦略を講じるための戦略会議を定期開催します。
市場ニーズを的確に捉え、時代にマッチした商品の開発や宝飾における新たな⽂化形成の構築、およびプロモー
ションを⾏うことを⽬的とした販売戦略計画を策定し、中期経営計画に盛り込みます。

会社組織を⼤幅に改⾰した上で、販売戦略・管理体制のDX化など時代にマッチした経営を実現し、
業績を回復・維持しつつ株主還元にも配慮して配当の増加・継続を実現させます

取り扱いブランド商品
と

店舗について

⾃社ブランド商品の再構築ならびに市場調査に基づき他社との販売代理店契約を増やし、新規出店による増
収を⽬指す。
仲庭時計店で剥奪された取り扱い商品ライセンスの再取得と商品ラインナップの増加に尽⼒する。



留意事項

l 本プレゼンテーション資料の情報と意⾒は、リ・ジェネレーション株式会社（以下 「リ・ジェネレーション」 とする）が情報提供⽬的また
はご参考に供する⽬的でのみ提供するものであり、財務、法律、税務、投資、会計、 監査等の専⾨家の助⾔として解釈されるべき
ものではありません。

l 本プレゼンテーション資料の情報と意⾒は、機密事項に関わる内容を含んでおり、リ・ジェネレーションが意図した受領者に対してのみ
提供されるものです。 従って、リ・ジェネレーションの書⾯による明⽰的な同意なしにいかなる形式でも 転送⼜は再頒布することを禁
⽌致します。

l 本プレゼンテーションには、将来の⾒通しに関する情報が含まれている場合があります。そのような情報は、 とりわけ、予測等が含まれ
る場合があります。本プレゼンテーションに記載されている予測等が実現する保証はありません。

l 本プレゼンテーションに記載した情報は、公開情報のなかから、リ・ジェネレーションが信頼しうると判断したものに依拠しています。リ・
ジェネレーションは、本プレゼンテーションに記載された情報の正確性を確保するための合理的な努⼒が払われたと確信していますが、
当該情報の正確性、完全性、信頼性について、明⽰的にも黙⽰的にも、 ⼀切表明または保証するものではありません。リ・ジェネ
レーションは、本プレゼンテーションに記載された⼀切の情報、またはその内容の全部または⼀部に関して、その利⽤またはそれへの依
拠によって⽣じたいかなる者の損失についても、または他の形で⽣じたいかなる損失についても、⼀切の責任または債務を明⽰的に
否定します。 リ・ジェネレーションは、本プレゼンテーション資料に記載された情報⼜は意⾒について、その改定または追加情報を提供
する、または誤りを修正する義務を⼀切負いません。

l 本プレゼンテーション資料は、受領者に対して、 リ・ジェネレーションと共同して特定の会社の株券その他の⾦融商品取取引法におけ
る⼤量保有の状況等に関する開⽰制度の対象となる有価証券を取得し、若しくは譲渡し、⼜は 議決権その他の権利を⾏使する
ことを勧誘あるいは要請するものではありません。そのような共同⾏動をとる株主は⼤量保有の状況等に関する開⽰制度の共同保
有者とみなされ、共同保有者は⼀般への情報開⽰のために合算した保有株式数を関係当局に報告しなければなりません。リ・ジェ
ネレーションは、そのような報告が必要とされる共同保有者としての合意を明⽰的に締結する例外的な場合を除き、共同保有者とし
ての報告義務を発⽣させる⼀切の⾏為を⾏わないことをご了承ください。


